
 
 
 
 

 

 

青森県公共事業事後評価に関する意見 

 
 
 
 
 

（令和３年１１月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森県公共事業再評価等審議委員会 
 
 

  



 

 

 

 

 

目        次 

 

 

 

 

 

１  令和３年度公共事業事後評価対象事業に係る 

県の評価結果に対する委員会意見 ・・・・・・・ １ 

 

 

 

 

２  青森県公共事業再評価等審議委員会委員名簿・審議経過 ・・・・ ３ 

 
 



1 個別事業に係る委員会意見

１

ため池等整備事業
（ため池整備）

手代森
（弘前市）

145,000

H27～H28

（事業効果の発現状況等）
　施設の更新により災害発生時の被害の防止が図られるなど、ため池整備として十分に
効果を発現しており、地域住民やため池利用者にも効果を認識していただいていること
から、これまでと同様に事業計画を策定する。

（改善措置・再度の事後評価の必要性）
　アンケート結果では、「改善点がある」との回答はあったが、周辺の水路整備や農道
の補修等の維持管理に関する意見であった。
　全体として事業目的は達成されており、再度の事後評価は必要ない。また、本事業
は、農林水産省による「新たな土地改良の効果算定マニュアル」に基づき、適切に便
益・費用を算出していることから、事業評価手法の見直しは必要ないものと考える。

（今後に向けた留意点）
　令和２年度に施行された「ため池工事特措法」（令和12年度までの時限立法）におい
て、防災重点農業用ため池の防災工事等を集中的かつ計画的に推進することが規定され
るとともに、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年12月閣
議決定）により、防災重点農業用ため池の防災・減災対策に関する国の予算の措置及び
地方負担に係る地方財政措置の拡充が行われた。
　このため、県としても、当該期間内に必要な防災工事等を実施できるよう、関係機関
との協議を進める。

　県の評価結果については異論が
ない。

令和３年度公共事業事後評価対象事業に係る県の評価結果に対する委員会意見

　当委員会は、平成２８年度に完了した４４事業（農林水産部２９、県土整備部１５）の中から、以下の３事業について審議した。

　＜選定理由＞

　・事業効果等の確認が特に必要と判断する事業（１番、２番、３番）

番号
事 業 名
箇所名等

（市町村名）

全体事業費
（千円）
工　　期

県の評価結果（概要） 公共事業再評価等審議委員会意見
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２

海岸保全施設整備
事業

（高潮対策事業）

大畑漁港
（むつ市）

1,823,000

H22～H28

（事業効果の発現状況等）
　波浪に伴う浸水被害の軽減など、海岸保全施設整備による効果が十分発現しており、
地域住民や漁業者に効果を認識して頂いていることから、これまでと同様の事業計画を
策定する。

（改善措置・再度の事後評価の必要性）
　アンケート結果では、「改善点がある」との回答はあったが、漁業者や地域住民によ
るワークショップによって決定した人工リーフの断面に関する意見などであった。
　全体として事業目的は達成されており、再度の事後評価は必要ない。また、本事業
は、農林水産省・国土交通省による「海岸事業の費用便益分析指針（改訂版：令和２年
４月）」に基づき、適切に便益・費用を算出し評価していることから、事業評価手法の
見直しは必要ないものと考える。

（今後に向けた留意点）
　同種の事業を進めるに当たっては、漁業者や地域住民に対し完成予想図をより具体的
に示すなどして、理解を深めていく必要がある。

　県の評価結果については異論が
ない。

３

港湾改修事業
（港整備交付金事業）

尻屋岬港
第２ふ頭地区
（東通村）

3,972,000

H4～H28

（事業効果の発現状況等）
　船舶の大型化・防波堤整備に伴う輸送費用の削減や避難港の整備による海難損失の減
少など、港湾改修による効果は十分発現しているが、整備効果に関するアンケート調査
は当該効果が発現した時点で実施することが重要である。

（改善措置・再度の事後評価の必要性）
　アンケート結果では、「防波堤を越えて波が打ち寄せてくる事が多い（かさ上げや沖
合への防波堤増設が必要）」など、事業目的を「あまり達成できていない」「達成でき
ていない」とする回答が一定数あったが、防波堤整備前に比較すると、荒天時にも入
港・荷役が可能になり、また、強風時による高波が低く抑えられている。
　全体として事業目的は達成されており、再度の事後評価は必要ない。また、本事業は
「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」により、適切に費用及び便益を算出して
いることから、事業評価手法の見直しは必要ないと考える。

（今後に向けた留意点）
　同種の事業を進めるに当たっては、アンケートやヒアリングを実施し、回頭水域や船
舶の大型化に関する意見等を確認しながら進めるとよい。

　県の評価結果については異論が
ない。
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事 業 名
箇所名等

（市町村名）

全体事業費
（千円）
工　　期

県の評価結果（概要） 公共事業再評価等審議委員会意見
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青森県公共事業再評価等審議委員会  委員名簿 
 

区    分 氏      名 所   属 ・ 役   職   等 

委 員 長 阿波   稔 八戸工業大学 工学部 教授 

委    員 石田   清 弘前大学 農学生命科学部 教授 

委    員 大橋 忠宏 弘前大学 人文社会科学部 教授 

委    員 小山 真美 株式会社小山 専務取締役 

委    員 樺   克裕 青森公立大学 経営経済学部 教授 

委    員 髙松 利恵子 北里大学 獣医学部 講師 

委    員 南   將人 八戸工業高等専門学校 産業システム工学科 教授 

委    員 森    淳 北里大学 獣医学部 教授 

委    員 森    洋 弘前大学 農学生命科学部 教授 

委    員 渡辺  力 函館工業高等専門学校 社会基盤工学科 教授 

（10 名）  （敬称略・五十音順） 

 

 

青森県公共事業再評価等審議委員会  審議経過 

 

第１回 書面会議により開催 

・開催通知      令和３年７月１２日（月） 

・書面表決書提出期限 令和３年７月２６日（月） 

■令和３年度再評価対象事業に係る県の対応方針(案)の審議〔７地区〕 

■現地調査実施の検討 

■再評価対象事業に係る委員会意見の決定〔７地区〕 

 

第２回 令和３年１０月２２日（金） 

■再評価に関する意見書の取りまとめ 

■令和３年度事後評価結果の審議〔３地区〕 

■事後評価に関する意見書の取りまとめ 

■来年度事後評価対象事業の選定 
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